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会計室事務分掌 
 
 

会計管理課 
 

(１) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。 

(２) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及

び保管に関すること。 

(３) 小切手の振出しに関すること。 

(４) 現金の記録管理に関すること。 

(５) 支払資金等の調整に関すること。 

(６) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。以下同じ。)の出納及び保

管に関すること。 

(７) 証書類の整理及び保管に関すること。 

(８) 決算の調製に関すること。 

(９) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。以下同じ。)に関する

こと。 

(10) 財産の記録管理に関すること。 

(11) 収入証紙の出納及び保管に関すること。 

(12) 会計事務の改善に関すること。 

(13) 室の危機管理に関すること。 

(14) 室の庶務に関すること。 

(15) 他の課の主管に属しないこと。 

 

審査課 
 

(１) 財務会計システムの管理及び運用に関すること。 

(２) 財務会計システムの開発に関すること。 

(３) 財務会計システムの研修に関すること。 

(４) 支出負担行為の確認に関すること。 

(５) 支出命令等の審査に関すること。 
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☆基本目標 

  適正かつ効率的で安定した会計事務を推進します 
 

☆目標達成に向けた施策 
 

会計室は公金を預かる要の部署として、公金収納から公金管理、支払審査、決算調製などにわた

る会計経理事務の適正な推進に取り組んでいます。 

また、社会的ニーズや市民ニーズに応えるため、会計事務の課題解決に向けての取組が求められ

ています。 

このようなことから、平成29年度は、次の３つの視点から取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 ・市民の信頼に応える会計事務を推進するため、審査事務を確実に行うとともに不適正経理発生

防止の取組を行います。 

 ・財務会計システムの安定運用を行うとともに、保守期限を迎えるシステムの機器更新を行いま

す。 

 

＜取組１ 審査事務の確実な執行＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・正確かつ迅速な審査の実施 ⇒ ・全審査担当職員による課題解決及び情報共有（通

年） 

・審査出納員等への支援 

 

⇒ ・「審査事務入門」の改訂版の掲載及び周知（4月） 

・「審査事務基礎研修」の実施（6、7月） 

・事務処理遅延防止の働きかけ ⇒ ・各種研修等での注意喚起（通年）  

・事務処理迅速化の注意喚起（通知）（9月） 

・遅延状況の集計及び公表（10月） 

平成 29年度会計室運営方針 

＜施策分野１＞適正で効率的な会計事務の推進 

 

＜施策分野３＞ 

会計経理事務を担う人材の育成 

 

＜施策分野１＞ 

適正で効率的な 

会計事務の推進 

 

＜施策分野２＞ 

社会的ニーズに応える 

会計事務への取組 

改善 運営 

基盤 
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＜取組２ 不適正経理発生防止への取組＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・各局の出納事務について検査及び指

導を実施 

⇒ ・出納検査の実施（9 月～3 月） 

・財政局と連携した指導・支援 ⇒ ・情報を共有、財政局（適正経理推進担当、契約第二

課）と連携した指導・支援を実施（通年） 

・各種研修の充実 ⇒ ・会計経理研修の充実（施策分野３参照） 

 

＜取組３ 安全かつ効率的な資金管理、資金運用＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・安全性を重視しつつ、効率的な資金

の管理・運用を実施 

⇒ ・収支見込の精度を維持しながら、効率的な資金管理

を行う（通年） 

・公金の預け先である金融機関の健全性について、常

時監視を行う（通年） 

・日本銀行の金利政策や国際経済情勢などが金融市場

に与える影響を注視し、最適な金融商品・期間を見極

めて運用を行う（通年） 

 

＜取組４ 決算書の作成＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・効率的に事務処理を行い、期限まで

に決算書を作成 

⇒ ・日常の計数管理を徹底し、決算書を作成（8 月） 

 

＜取組５ 財務会計システムの運用＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・安定稼働の確保 ⇒ ・処理スケジュールの管理（通年） 

・関連システムとの調整（通年） 

・迅速な障害対応（通年） 

・システムの改修 ⇒ ・システム利用者の要望を踏まえた、利便性向上、事

務効率向上のためのシステム改修の検討・実施（１月

～３月） 

・運用時間の見直し ⇒ ・長時間労働防止の観点から、システム運用時間につ

いて業務影響等も踏まえつつ検討を行う（５月～６

月） 

 

  

本市では、例年おおむね 53 万件を超える支出命令書が作成され、その内訳は、局・統括

本部約 35 万件、各区約 18 万件となっています。 

これらの支出命令書は、会計管理者、区会計管理者及び会計管理者から委任を受けた審査

出納員によって支出負担行為の確認等を受けた後、債権者へ支払われます。 

支出命令書の審査 
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＜取組６ 財務会計システムの機器更新＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・機器更新の実施 ⇒ ・機器更新に関する作業及び進捗管理（４月～１２月） 

・新機器構成にて財務会計システムの本稼働（１月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

財務会計システム 

【機器更新】 

ハードウェアのリース契約期間、保守契約や修理部品の供給などの体制の都合上、

システムの更新は５年を目途に行うことが通例です。 

しかし、平成28年度は県費教職員の市費移管や地方公会計システムへの対応など

大きな改修があったため、作業量等を総合的に勘案し、更新を平成29年度に実施す

ることとしました。 

【導入】 

以前は、紙を中心としてデータ入力を専用端末から行う「歳出管理システム」

で歳出を管理していました。 

しかし、迅速な意思決定と事務の効率化を目的として各自のパソコン画面から

データ入力を行う方式を採用しました。 

併せて、歳出のみでなく予算編成、予算執行、決算の機能も備えたトータルシ

ステムとして「財務会計システム」を開発し、平成18年度から稼働しています。 

H18 H23 H29 H28 ５年間隔 ５年間隔＋再リース 

【運用時間】 

運用日は月曜日～金曜日です。また、土日、祝日等は原則運用を行いません。 
 

 

 

 

 

※木曜日は更新系、参照系ともに１９時まで 

更新系（入力処理） ７：００～２０：００ 

参照系（照会処理） ７：００～２２：００ 
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 ・市民の利便性向上のため、現行の収入証紙制度を見直し、新しい効率的な収納方法について検

討を進めます。 

 ・財政局と連携しながら、統一的な基準による地方公会計（下記参照）の運用支援に取り組みま

す。 

 ・全庁的に取り組みを進めるペーパーレスを推進するとともに、物品のリユースを推進するなど

環境に配慮した取組を進めます。 

 

＜取組１ 手数料収納方法の見直し検討＞★重点取組★ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・手数料収納方法の見直し検討について ⇒ ・現行の収入証紙制度の廃止に伴い、全庁的なプ

ロジェクトを立ち上げ、新しい収納方法を決定す

る 

・全庁的なプロジェクトでの検討開始（４月） 

・中間報告の取りまとめ（１０月） 

・新しい収納方法案の決定（３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策推進のための取組 

＜施策分野２＞社会的ニーズに応える会計事務への取組 

  

収入証紙は、利用部署が区役所を中心に広範にわたり、申請件数や入手方法などの条件も

各部署によって異なることから、プロジェクトを設置し新しい収納方法について検討を進め

ます。 

〈全体会〉

〈部会〉

道
路
局

建
築
局

〈WG〉

戸
籍
課

税
務
課

土
木
事
務
所

農
政
事
務
所

プロジェクト全体会

区役所・出先機関 新市庁舎

新収納検討プロジェクト

プロジェクト全体会

戸
籍
課

税
務
課

土
木
事
務
所

農
政
事
務
所

道
路
局

建
築
局

新収納検討プロジェクト体制 

 

全ての地方公共団体で、発生主義・複式簿記による統一的な基準に基づいた財務書類（貸

借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）を作成し、予算編成時

に活用するとともに地方公共団体間の比較ができるようにするものです。 

 横浜市では、平成２８年度決算から作成予定。 

統一的な基準による地方公会計 
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＜取組２ 地方公会計対応＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・財政局への会計データ提供 ⇒ ・地方公会計システムへ取り込む必要のある会

計データを、的確に継続して提供できるよう財

政局と調整を行う（通年） 

・地方公会計システム固定資産台帳（重要物

品）の運用支援 

⇒ ・地方公会計システム固定資産台帳への適切な

資産（重要物品）登録を支援（通年） 

 

＜取組３ ペーパーレスの推進・環境への配慮＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・ペーパーレスの推進 ⇒ ・研修資料及び室内各種会議の配付資料の精査

（通年） 

・研修アンケートの電子化の推進（通年） 

・プロジェクター活用による資料の電子化の推

進（通年） 

・課を越えた資料の共有（通年） 

・物品の庁内リユースの推進 ⇒ ・YCAN、研修時等を活用したリユース制度の

庁内周知の徹底（通年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「物品リサイクル利用ガイド」に基づき、物品の安易な廃棄や新規購入の抑制に取り組ん

でいます。また、各区局における庁内物品の『要・不要』情報を全庁的に共有する場とし

て、庁内ネットワーク内に掲示板を設置し、庁内における物品のリユースの更なる推進を図

っています。 

 ２８年度 ２７年度 

リユース申込 ８８５件 ８１９件 

リユース成立等 ６９４件 ６８７件 

 

庁内リユース制度とは？ 

 

平成 28 年度（第３四半期まで）の会計室におけるコピー用紙（Ａ４）の購入量は前年度

同期と比較して 36％削減しました。 

29 年度も引き続きペーパーレスの推進に取り組み、削減に努めます。 

紙購入量の削減 
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 ・習熟度に応じた研修を行い、会計経理を担う職員のスキルアップを図ります。 

・会計経理に役立つ情報発信を充実するとともに区会計室との連携を強化し区局を支援します。 

 

＜取組１ 会計経理研修の拡充＞★重点取組★ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・会計経理研修の拡充 

 

⇒ ・会計経理研修（基礎一般編）の開始時期の

早期化に向けた準備（現行５月初旬実施→

30 年度から４月下旬実施） 

・会計経理研修（実践編）を拡充して実施（２

月） 

・推進体制の検討（９月） 

 

＜取組２ 会計経理研修のあり方検討＞★重点取組★ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・会計経理研修の体系的・効果的実施に

向けた検討 

⇒ ・現状分析（８月） 

・推進体制の検討（９月）(再掲) 

・会計経理研修のあり方検討（３月） 

・財政局との調整・連携（通年） 

・総務局との調整・連携（通年） 

 

＜取組３ 会計経理のスキルアップ＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・<対象者別研修> 

執行課職員のスキルアップ 

⇒ ・会計経理研修（基礎一般編）（操作研修含む） 

（5 月） 

・会計経理研修（基礎特別編）（操作研修含む） 

（11 月） 

・会計経理研修（応用編）（操作研修含む）（7 月） 

・各局の個別業務研修で研修環境の提供や操作指

導（通年） 

・会計経理研修（実践編）（グループワーク＋操作

研修）（2 月） 

・ベーシックカレッジ研修「会計経理基礎」（6、

8、９、12 月） 

・<対象者別研修> 

会計経理担当課職員のスキルアップ 

⇒ ・区会計管理者研修（4 月） 

・区会計係長業務概要説明（4 月） 

・区会計係長証紙事務研修（4 月） 

・支払事務研修（5 月） 

・審査事務基礎研修（6、7 月）(再掲) 

 

 

施策推進のための取組 

＜施策分野３＞会計経理を担う人材の育成 
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・<対象者別研修> 

職場状況を考慮した職員のスキルアップ 

⇒ ・消防職員向け研修（6 月） 

・保育園園長昇任予定者研修（操作研修含む） 

（3 月） 

  ・学校事務職員向け研修の支援（通年） 

・業務別研修 ⇒ ・物品管理研修（４月） 

・金融基礎研修（８月） 

・e ラーニング ⇒ ・物品管理研修ｅラーニング（5 月～3 月） 

・会計経理研修（基礎編・実務編）ｅラーニング

（5 月～3 月） 

・各種自習ツールの提供（通年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

職場状況別 

消防職員向け（審査事務） 
【6 月】 (20 人) 

保育園園長昇任予定者向け 
【3 月】 (10 人) 

会計経理課向け 

審査事務基礎 
【6 月】 (80 人) 

区会計室職員向け 
【４月・５月】(20 人) 

基礎一般編 
【５月】( 450 人) 

基礎特別編 
【11 月】(150 人)

30年度 

から 
前倒し予定 

応用編 
【７月】(150 人) 

29年度から 
人数拡大予定 

実践編 
【２月】(100 人) 

会計室が関連する研修 

対象者別 

執行課向け 

物品管理 
【4 月】 (150 人) 

金融基礎 
【7 月】(80 人) 

業務別 eラーニング・自習ツール 

物品管理 

会計経理（基礎編） 

会計経理（実務編） 

審査事務入門 

財務会計システム 
操作（基礎編） 

会計室主催 

≪ベーシックカレッジ≫ 

・実務基礎 

・知識基礎 

【６月～12 月】 

総務局主催 

・歳入の基礎知識(財政局) 

・現金取扱 

【7 月】 (200 人) 

財政局＆会計室共催 

・教育委員会主催研修への
講師派遣【通年】 

教育委員会事務局主催 

会計経理実務担当者向け 歳入・現金取扱 学校事務職員向け 

29年度から 
前倒し 

※人数は予定 
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＜取組４ 情報発信の充実＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・アクセシビリティ向上のための会計室 

ＹＣＡＮホームページの改善 

⇒ ・ＹＣＡＮホームページについて、各区局関係者

が、より効果的、効率的に利用して会計経理事務

に役立てるよう、プロジェクトにより改善検討を

行い、ページ改定案を作成（１月）【新規】 

・タイムリーな情報提供 ⇒ ・ＹＣＡＮで会計経理事務関連の重要なお知らせ

等を発信し、わかりやすくタイムリーな情報提供

を行う（通年） 

 

＜取組５ 区会計室との連携＞ 

【取組】 【具体的内容】 

・横浜市全体での適正な会計経理事務をめ

ざし、各区会計室への支援を強化 

⇒ ・市・区会計室の職員同士の意見交換の場を設け、

業務課題を共有するとともにその解決策を検討

することで、会計部門全体としてのスキルアップ

につなげる（６月、９月、２月） 

  ・会計経理専任職の活用の検討（通年） 

・市会計室の区訪問 ⇒ ・区会計室の実情を把握し、支援するため、市会

計室責任職が区会計室を訪問（６月～８月） 
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☆目標達成のための組織運営 
 

「基本目標」や「目標達成に向けた施策」を実現するため、次の３つの視点を大切にして 

組織運営を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

会計経理事務の様々な課題について、課を越えて情報を共有し連携を強化することで、会計室

内のチームワークを高めるとともに、各区局、金融機関及び委託業者などの関係機関とも連携・

協働しながら、組織が一丸となって課題解決に取り組みます。 

 

＜取組１ 課を越えた課題検討＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・課を越えて課題を共有し、会計室が一丸

となって解決策を検討する 

⇒ ・会計室全体にかかわる課題について、プロジェ

クト等により解決に向けた検討を実施（通年） 

・ＹＣＡＮホームページについて、各区局関係者

が、より効果的効率的に利用して会計経理事務に

役立てるよう、プロジェクトにより改善検討を行

い、ページ改定案の策定。（１月）（再掲） 

 

＜取組２ 情報の共有＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・情報の共有とコミュニケーションの円滑

化 

⇒ ・グループウェアを活用した情報の伝達・共有と

スケジュール管理（通年） 

・自己紹介シートを活用したコミュニケーション

円滑化推進（５月） 

・経営責任職と職員との意見交換会の開催（上半

期） 

・朝礼等での情報伝達や課題の共有（通年） 

 
＜組織運営２＞ 

Ｗプログラムの推進 
 

 

＜組織運営１＞ 

チームワーク・ 

組織力の向上 

 

＜組織運営３＞ 

会計室職員の育成 

組織運営のための取組 

＜組織運営１＞チームワーク・組織力の向上 
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業務の進行管理を適切に行い、職員相互の協力体制を確保しながら、休暇が取得しやすい職場

環境をつくり、ワーク・ライフ・バランスの実現をめざすとともに、性別や家庭事情等にかかわ

らず、意欲と能力を最大限に発揮できる職場づくりを目指します。 

 

 

＜取組１ ワーク・ライフ・バランスの推進＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・会計室全職員のワーク・ライフ・バラン

スの推進 

⇒ ・１業務複数担当制による担当者不在時の業務停

滞防止（通年） 

・年次休暇取得の推進（全職員年 15 日以上の取

得） 

・定時退庁の励行による超過勤務時間の縮減（通

年） 

・超過勤務の上限時間の徹底のための超勤時間管

理（チェック）の実施（通年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

組織運営のための取組 

＜組織運営２＞Ｗプログラムの推進 

 

横浜市では、性別や家庭事情等にかかわらず、全ての職員が意欲と能力を最大限に発揮で

きる組織の実現を目指し、「横浜市職員の女性ポテンシャル発揮・ワークライフバランス推進

プログラム」を策定しています。 

計画名称に含まれる「women’s potential」と「work-life balance」の頭文字を指

し、２つの「Ｗ」を一緒に進める計画という意味から、通称を「Ｗプログラム」としていま

す。 

Ｗプログラムでは、「課長級以上に占める女性割合」「年次休暇取得率」などの数値目標を

設定しています。 

会計室では、「会計室女性ポテンシャル発揮・ワークライフバランス推進委員会」を設置す

るとともに、女性職員が会計室職員数の４割を超える特色を活かし、性別や家庭事情等にか

かわらず働きやすい職場づくりに取り組みます。 

 会計室 

（H29.4 時点） 

Ｗプログラム 

目標値 

市全体<速報値> 

(H29.4 時点) 

課長級以上に占める女性職員の割合 20.0％ 30％以上 14.9％ 

係長以上に占める女性職員の割合 30.8% － 22.5％ 

全職員に占める女性の割合 42.9％ － 35.9% ※ 

                                  ※H28.4 時点 

Ｗプログラムと会計室女性職員の割合 
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会計室職員全員が、常に課題意識を持ち、自らの能力向上に取り組むとともに、業務の改善

に努めます。 

 

 

＜取組１ 適正な会計事務を推進できる人材の育成＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・ＯＪＴや内外の研修受講等による人材の

育成 

⇒・ＯＪＴの実践（通年） 

・専門機関による研修受講（通年） 

・会計室職員のスキルの向上を図る事例研究会の

実施（6 月から８回実施予定） 

 

 

＜取組２ 業務改善の取組＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・業務改善の取組 ⇒ ・全職員が常に課題意識をもって業務に取り組

み、業務改善に取り組む。（通年） 

  ・会計室職員表彰制度に基づき、功績のあった者

を表彰（３月） 

 

 

＜取組３ 自己啓発の奨励＞ 

【取組項目】 【具体的内容】 

・自己啓発の奨励 ⇒ ・面談等の機会を捉えて自己啓発の奨励実施（５

月～３月） 

 

組織運営のための取組 

＜組織運営３＞会計室職員の育成 


	機構図・事務分掌（5月18日現在）
	予算説明書
	会計室運営方針



